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 平成２６年２月 

〈平成２２年７月策定第2次定員適正化計画修正版〉 

 

大 山 町 

第３次 

大山町定員適正化計画 

 



 - 1 -  
 

１．計画策定の趣旨 

 大山町は新町発足以来、行財政の健全化に向け、行財政改革集中改革プランを策定し、

歳出の削減や事務事業の見直し、業務委託の推進など効率的な行政運営の推進とあわせ

て職員数の削減による人件費の抑制に努めてきました。 

しかしながら国の財政も大変厳しい中、財源の半分以上を地方交付税などに頼った脆

弱な財政構造に加え、平成２７年度からの普通交付税の逓減期間に入ることから、これ

までにも増して厳しい財政状況となることが予測されます。 

そのような厳しい状況の下、人口減少及び少子高齢化に伴う施策はもとより、多様な

住民サービスを提供するため一層効率的かつ持続可能な行財政運営が求められていま

す。 

本町では集中改革プランにもとづく「定員管理適正化計画」を平成 19 年に第 1 次計

画を策定し、続く第 2 次計画を平成 22 年に策定し取り組んでいましたが、ここ数年の

想定を超える早期退職者等による職員数の減少もあり、第 2次計画の目標値としていた

平成 27 年 4 月の職員数 217 人を平成 25 年 4 月には 214 人と、2年前倒しで目標を上回

ることとなりました。 

このため、第 2次計画の見直しを図り、平成 26 年 4 月から平成 30 年 4 月の 5年間を

期間とする第 3次定員適正化計画を策定することとしました。 

 

２．職員数の現状 

（１）職員数の推移 

地方公共団体は、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律（平成 18 年 6 月 2日法律第 47 号）により、地方公務員全体で、平成 17 年 4 月

1 日の職員数を平成 22 年 4 月 1 日までの 5 年間で 4.6％以上削減することを求めら

れました。 

このことから、本町では、第 1次計画(平成 19 年 3 月策定)において、平成 17 年 4

月の職員数 266 人を 5年間で 22 人(8.3%)削減することを目標とし、5 年後の平成 22

年 4 月の職員数を 244 名としていましたが、退職勧奨による早期退職などにより平

成 22 年 4 月の職員数は 231 名（▲35 名、▲13.2%）と計画を上回る実績となりまし

た。 

また、続く第 2 次計画(平成 22 年 7 月策定)においては、平成 22 年 4 月の職員数

231 人を 5 年間で 14 人(6.1%)削減することを目標とし、平成 27 年 4 月の職員数を

217 人としていましたが、早期退職者などにより、平成 25 年 4 月には第 2 次計画の

目標値としていた、217 人を超える 214 人という実績となりました。 
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（２）職員の年齢構成の状況 

グラフ②平成 25 年 4 月 1日現在の年齢別職員数の状況で見られるように、57 歳か

ら 53 歳また 43 歳から 36 歳あたりの年齢に職員が偏在している一方、若年層には各

年齢別で職員が少ない状況となっています。 

今後の退職者数や、事務事業に応じた適正な職員数を検証するとともに、年齢構成

の平準化にも配慮しつつ、必要な職員数を計画的に確保していく必要があります。 

【グラフ①：合併後の職員数の推移】 

【グラフ②：平成 25 年 4 月 1 日時点の年齢別職員数の状況】 
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（３）部門別職員数の推移 

地方公共団体定員管理調査における部門別職員数の推移は表①とグラフ③のと

おりです。 

これまでに、平成 20 年 4 月に総合窓口課を設置し分庁方式への機構改革や平成

22 年 4 月には大山振興課と観光商工課の統廃合、また平成 24 年 4 月には保育所統

廃合などにより各部門での職員数の増減が見られます。 

 
 

区分 

部門 

職  員  数（人） 

平 17 平 18 平 19 平 20 平 21 平 22 平 23 平 24 平 25

普 
 

通 
 

会 
 

計 

議  会 2 3 3 3 2 2 2 2 2

総  務 46 45 44 50 47 44 47 49 43

税  務 12 14 16 15 10 10 11 8 10

農林水産 24 23 23 21 21 21 21 20 21

商  工 6 6 5 5 8 8 7 10 13

土  木 12 12 12 14 13 12 12 12 10

民  生 74 73 63 54 60 60 57 52 50

衛  生 16 13 14 13 17 18 21 20 19

一般行政部門計 192 189 180 175 178 175 178 173 168

教    育 43 44 42 40 30 30 27 27 23

普通会計計 235 233 222 215 208 205 205 200 191

公
営
企
業
等
会
計 

病  院 8 12 10 10 10 7 6 6 6

水  道 7 6 6 4 3 3 3 3 3

下 水 道 8 8 6 5 2 2 2 2 2

そ の 他 8 9 12 14 14 14 12 12 12

公営企業等会計計 31 35 34 33 29 26 23 23 23

総合計 266 268 256 248 237 231 228 223 214

【表①：部門別職員数の推移(詳細)】 

【グラフ③：部門別職員数の推移(合計)】
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３．他の自治体（類似団体）との比較 

（１）人口１万人当たり職員数による比較  

「類似団体別職員数の状況」(総務省)は、すべての市区町村を対象にして、その人

口と産業構造（産業別就業人口の構成比）の２つの要素を基準として、いくつかのグ

ループに分け、グループに属する市区町村の職員数と人口をそれぞれ合計して、グル

ープごとに人口１万人当たりの職員数を算出し、そのグループを類似団体として職員

数の比較をするものです。 

なお、他の市区町村との比較を行う観点から、実施している事業にばらつきがある

公営企業等会計部門は除外し、普通会計職員数を対象としています。 

本町の現状としては、表②から平成 24 年 4 月 1 日現在の人口 1 万人当たり職員数

では平成 21 年調査に比べ平均値に近づいているものの依然平均を上回っている状況

にあります。また、平成 21 年に対し平成 24 年には職員数は 8名減になっているもの

の、人口は 739 人減少しているため、人口 1 万人当たり職員数では 0.16 人増えてい

ることとなります。 

 

 

 

 

 

 

【表②：人口１万人当たり職員数による類似団体との比較 

〈平成 21 年 4 月 1日現在〉 〈平成 24 年 4 月 1日現在〉 
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（２）部門別職員数の類似団体との比較 

表②に見られるように本町の類似団体は平成 24 年 4 月 1日現在で 31 団体です。 

表③の大部門別職員数の類似団体との比較では、普通会計職員数では、類似団体平

均より 17 人多い状況となっています。また、グラフ③の小部門における比較では、

企画開発、観光部門で超過率が高くなっています。 

 

 

 大山町 （Ａ） 類団平均 （Ｂ） 超過数 （Ａ-Ｂ） 超過率 （Ａ-Ｂ）/Ａ*100 

大 部 門 （人） （人） （人） （％） 

議 会 2 3 ▲ 1 ▲ 50.0 

総 務 49 43 6 12.2 

税 務 8 13 ▲ 5 ▲ 62.5 

民 生 52 44 8 15.4 

衛 生 20 16 4 20.0 

農林水産 20 21 ▲ 1 ▲ 5.0 

商 工 10 7 3 30.0 

土 木 12 10 2 16.7 

教 育 27 26 1 3.7 

普通会計計 200 183 17 8.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【表③：大部門別職員数の類似団体との比較】（平成 24 年 4 月 1 日現在） 

【グラフ③：定員管理診断表（小部門）の類似団体との比較】（平成 24 年 4 月 1 日現在）
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４．今後の職員定員管理について 

（１）計画の期間 

    計画の期間は平成 25 年 4 月 1 日を起点とし平成 30 年 4 月 1 日までの 5 年間としま

す。 

ただし、期間の途中において必要に応じて随時計画の見直しを行なうものとします。 

 

（２）定員管理の基本的な考え方 

①住民の求める質の高い行政サービスを提供することに配慮しつつ、類似団体職員

数の状況、人件費の状況等を踏まえ、組織・機構の見直し、事務事業の見直し、民

間活力の活用などを図ることにより職員数の削減を図ります。 
    

②組織としての持続性を維持するために、職員の退職者数等を勘案した上で年齢構

成のバランスに配慮した必要最小限度の新規採用を行うこととします。 

 

（３）主な定員適正化推進の手法 

①組織機構の見直し 

 事務の統廃合、一元化を図るとともに重点施策を積極的に推進するため、効率的で

柔軟性の高い組織運営体制の構築をめざします。 

 

②事務事業の見直し 

 行政評価等を活用しながら、既存の事務事業については廃止を含む見直しを行うと

ともに、新規事業については、その効果を慎重に見極めながら設定します。 

 

③民間委託等の推進 

 民間委託が可能な事務事業については、指定管理者制度の活用等も含めて積極的

にその導入を図るとともに、競争原理に則った公共サービス提供のあり方についても

検討していきます。 

 

④協働のまちづくりの推進 

 公共公益活動における多様な活動主体と協働のまちづくりを推進し、事務事業の効

率化に努めます。 

 

⑤人材育成と意識改革 

 地方分権の進展等に対応するため、職員の政策形成能力や専門能力の向上を図る

各種研修を引き続き実施するとともに、派遣研修や相互交流などを通じ幅広い視野を

養う人材の育成に努めます。 

 また、能力評価と実績評価を含む人事評価制度により、職員の意識改革や意欲の

醸成を図ります。 
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（４）長期的な定員適正化の目標 

長期的な職員数については、住民サービスや事務量との検討を行うとともに、普通会

計職員数を基礎として類似団体の職員規模になるよう削減目標を設定することとするが、

原則として将来的な職員構成を考慮し、各年度３名程度の職員を採用することとします。 

    

（５）人口推計からみる住民基本台帳人口の推計 

定員管理計画を立てるにあたり、判断すべき一つの指標として住民基本台帳人口1万

人当たりの普通会計職員数があげられるため、平成22年の国勢調査報告をもとに国立

社会保障・人口問題研究所が公表している日本の地域別将来推計人口（平成25年3月

推計）を参考に、本町の住民基本台帳人口を推計しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）本計画期間中の定員管理の目標 

   人口減少・少子高齢化等の社会経済情勢の変化や地方分権の担い手となる基礎自治

体にふさわしい行財政基盤の確立を目的として平成 17 年の合併以来、行財政改革を推進

し、また退職勧奨などを実施し職員数の適正化に努めてきましが、類似団体との職員数を

比較した場合、依然として類似団体の職員数を上回る状況が続いています。 

   しかしながら、本町の将来人口は今後ますます減少していくことが予測され、また、普通

交付税の合併算定の特例も平成 27 年から段階的に縮減されることなどから、将来にわた

って持続的に発展していくためには、更に職員の削減を進めながら、より効率的・効果的な

【グラフ④：住民基本台帳人口の推計 
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行政運営を行っていくことが必要となります。 

   このような状況を踏まえ、第 3 次定員管理適正化計画における大山町の平成 30 年 4 月

1 日までの削減目標は次のとおりとします。 

 

平成 25 年 4 月 1 日現在職員数 214 人を 

5 年間で 17 人(7.9％)削減することを目標とし、 

平成 30 年 4 月 1 日現在職員数を 197 人とする。 

 
 
 

                           （職員数は各年度 4月 1日現在） 

  平成 25 年 平成 26 年 平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 

一般行政 168 166 166 166 160 154

教育 23 23 23 23 21 21

普通会計合計 191 189 189 189 181 (※1) 175

公営企業 23 23 23 23 23 22

総合計 214 212 212 212 204 197

対前年比   ▲ 2 0 0 ▲ 8 ▲ 7

累計   ▲ 2 ▲ 2 ▲ 2 ▲ 10 ▲ 17

              

採用（当年度 4.1） （3） 4 3 3 3 3 

退職（当年度 3.31） ▲ 6 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 11 ▲ 10 (▲7） 

住基人口(推計） 17,655 17,425 17,195 16,965 16,735 16,505 

人口１万人当たり普通会計職員数 108.18 108.46 109.92 111.41 108.16 (※2) 106.03

※１ H24 類似団体普通会計職員数平均 183 人以下へ。 

※2 類似団体における人口１万人当たり普通会計職員数平均(H20-H24)106.85 以下へ。 

 

 

 

 

 

 

 

【表④：定員管理の年次別数値目標 

【グラフ⑤：定員管理の年次別数値目標の推移 


